
10広報はなまき　No.469

●

あなたのお宅は対象ですか？

木造住宅の耐震化を支援します
【���問い合わせ】
 新館建築住宅課（☎41-3567）

①木造住宅の耐震診断に対する支援

■�対象住宅　昭和56年５月31日以前に新築、

増改築され、地上階数が２以下の住宅

■�自己負担額　１件につき3,000円。残りの

金額は市が負担します

■申請開始日　５月20日（水）

②木造住宅の耐震補強工事に対する支援

■対象工事　以下のいずれかの工事

◦�上部構造評点を1.0未満から1.0以上とする

耐震補強工事

◦�地盤・基礎の重大な注意事項を改善する工事

■助成額　対象経費の５分の４（限度額115万円）

③木造住宅の簡易耐震補強工事に対する支援

■�対象工事　上部構造評点を0.7未満から0.7以

上1.0未満とする耐震補強工事

■助成額　対象経費の２分の１（限度額30万円）

②③共通

■�対象住宅　以下の条件を全て満たす市内の

住宅

◦�昭和56年５月31日以前の建築基準法により

建築された住宅

◦�居住部分を有する一戸建てで、地上階数が

２以下の住宅

◦�在来軸組工法で建築され、建築基準法令に

違反していない住宅

■申請開始日　５月20日（水）

　木造住宅の耐震化を考えている人は、工事

などを行う前に、新館建築住宅課へご相談く

ださい。

　対象や要件の詳細、申請方法な

ど詳しくは、市ホームページをご

覧ください。
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医療用補整具の購入を支援

　市では、がん患者に対し、医療用補整具の

購入を支援しています。申請を検討している

人は、事前に健康づくり課へご相談ください。

■�対象　次のいずれかに該当する市民

◦�がん治療に伴う脱毛の影響により、医療用

ウィッグ（全頭用）を購入した人

◦�乳房切除術を受け、乳房補整具を購入した

人

◦�がん治療に伴うリンパ浮腫により、弾性着

衣を購入した人

※弾性着衣の購入については、すでに療養費

　支給を受けて、さらに追加で購入した人が

　対象

■�申請期限　購入費用支払い後、６カ月以内

※�期限内に申請できなかった場合は、健康づ

くり課にご相談ください

■申請方法　オンライン、健康づくり課、各

総合支所健康づくり窓口

【�問い合わせ】�健康づくり課(〒025-0055�南万

丁目970-5�☎41-3614）

　申請書類は健康づくり課、各総

合支所健康づくり窓口に備え付け

ているほか、市ホームページに掲

載しています。

種類 補助対象経費 補助率

医療用
ウィッグ
（全頭用）

１人につき１台分の医療
用ウィッグの購入費用
（１回限り）

補助対象経費
の２分の１
（上限３万円）

乳房補整具
（左・右）

１人につき１個分の人工
乳房（体内に挿入するも
のを除く）、補整パッドま
たはニップルの購入費用

（左右それぞれ１回限り）

補助対象経費
の２分の１
（上限２万円）

弾性着衣

１人につき各１個分の弾
性ストッキング、スリー
ブ、グローブの購入費用
（１種類につき年１回）

補助対象経費
の２分の１
（上限１万円）

■補助対象経費・補助率

＊特定屋外喫煙場所ってなに？

　特定屋外喫煙場所とは ▼喫煙場所が区画さ

れている ▼喫煙場所として記載した標識が掲

示されている ▼施設を利用する人が普段立入

りしない場所ーを指します。

～特定屋外喫煙場所を設置している市内施設～

　道の駅はなまき西南、道の駅石鳥谷、東和

Ｂ＆Ｇ海洋センター、鉛温泉スキー場、大迫

交流活性化センターなど

新たな建築物の建築を前提に

空き家などの解体費用を支援します

【���問い合わせ】
 新館建築住宅課
 （☎41-3566）

■�対象　次のいずれかに該当する個人または

法人

◦空家等（＊）の所有者または相続人

◦�空家等の所有者、共有者全員または相続人

全員から補助事業実施の同意が得られてい

る人

＊…�原則１年以上使用されていない建築物

（車庫や物置などの附属工作物は除く）

■要件　次の全ての要件を満たすこと

◦�市内にある空家等を解体し、同地番を含め

た敷地に、５年以上居住・使用する住宅や

◉補助額・上限額

区分 空き家などの建築年 補助額 上限額

市内全域
昭和56年５月31日以前 空家等の除却費の２分の１の額に10万円を加算した額以内 50万円

昭和56年６月１日以後 空家等の除却費の２分の１の額以内 40万円

うち居住誘導区域ま
たは生活サービス拠
点区域

昭和56年５月31日以前 空家等の除却費の２分の１の額に10万円を加算した額以内 100万円

昭和56年６月１日以後 空家等の除却費の２分の１の額以内 100万円

店舗などを新築すること

◦�市内に本店を有する個人または法人との間

に補助対象建築物の解体に係る工事請負契

約を締結すること

◦市税などの滞納がないこと

　空き家などの解体を考えている人は、工事

などを行う前に、新館建築住宅課へご相談く

ださい。

　対象や要件の詳細、申請方法な

ど詳しくは、市ホームページをご

覧ください。


